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令和７年（2025年）４月１日号2 広報

　４月以降に日本年金機構から申請書
が郵送されます。必要事項を記入し必
ず返送してください。なお、学校の変
更や大学院などへ進学された方は新た
に申請が必要です。
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411
　（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825 

令和７年度の軽自動車税
納税通知書を送付

　軽自動車税納税通知書を５月２日㈮
に発送予定です。軽自動車税は、４月
１日現在の所有者に対して課税されま
す。４月２日以降に廃車や譲渡した場
合は旧所有者に課税されます。その場
合、月割による払い戻しはありません。
□障害者手帳をお持ちの方などへの減免
　一定の要件のもとに減免します。納
期限までに申請が必要です。
□納期限　６月２日㈪
※詳細は下記へ▲

市民税課n
　p042－460－9826　　  

福祉・健康
令和８年３月31日まで経過措置
子宮頸

けい

がんワクチン予防接種
　対象の方は、残りの接種を公費で受
けることができます。
d次の全てに該当する方　①①平成９
年４月２日～平成21年４月１日生ま
れの女性　②②令和４年４月１日～令和
７年３月31日までの間に子宮頸がん
ワクチン予防接種を１回以上受け、接
種が完了していない方　a令和８年
３月31日まで　h①①健康保険証などの
本人確認書類　②②令和４年４月１日～
令和７年３月31日までの間に子宮頸
がんワクチン予防接種を受けたことが
分かるもの▲

健康課o
　p042－438－4021 　　 

成人歯科健康診査

□申込期間　４月14日㈪～10月31日
㈮消印有効
□検診期間　６月２日㈪～11月29日㈯
d年度末時点で18歳以上の方　※年
齢は令和８年３月31日時点　※年度
末時点で20・25・30・35・40・45・
50・55・60・65・70歳の方は申込
不要（転入者は要申込）
□申込方法
　申込期間内に下記のいずれかの方法
でお申し込みください。
● 市kから

●  はがき…住所・氏名・生年月日・電
話番号を〒202－8555市役所健康
課成人歯科健診担当へ

●  窓口…防災・保谷保健福祉総合セン
ター４階健康課、田無庁舎２階保険

日本年金機構k

市k

市k

税・保険・年金
令和７年度の納期

　今年度の「市民税・都民税・森林環
境税」「固定資産税・都市計画税」「軽自
動車税」の納期は、下表のとおりです。
納税通知書は１期の月の初旬に送付予
定です。
　納期限を過ぎると延滞金の加算や差
し押さえなどの滞納処分を受けること
があります。納期内の納税にご協力く
ださい。

１期
5月

固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）

6月 市民税・都民税・
森林環境税（普通徴収）

２期
7月 固定資産税・都市計画税

8月 市民税・都民税・
森林環境税（普通徴収）

３期
10月 市民税・都民税・

森林環境税（普通徴収）
12月 固定資産税・都市計画税

４期
1月 市民税・都民税・

森林環境税（普通徴収）
2月 固定資産税・都市計画税

※納期限日は各納期月の末日（12月は
25日）。㈯・㈰・㈷など金融機関休業
日の場合は、翌営業日に繰り延べ。
　納税にはさまざまな方法があります。
※詳細は下記へ▲

納税課np042－460－9831

市税・国民健康保険料の夜間・
休日納付相談窓口

a ● 夜間窓口…４月15日㈫・17日㈭
午後８時まで　 ● 休日窓口…４月19日
㈯・20日㈰午前９時～午後４時　
※国民健康保険料の納付相談は4月20
日㈰のみ　b田無庁舎　 ● 市税…納税
課（４階）　 ● 国民健康保険料…保険年
金課（２階）　※電話・窓口で相談可
c市税・国民健康保険料の納付およ
び相談、納付書の再発行など▲

納税課np042－460－9832▲

保険年金課np042－460－9824

国民年金令和7年度保険料額
学生納付特例制度

　令和７年度国民年金の保険料額（月
額）は１万7,510円です。日本年金機
構から、４月上旬に納付書が送付され
ます。
　学生の方で納付が困難な場合は、「学
生納付特例制度」の申請により保険料
の納付が猶予されます。
d学生納付特例対象校＊の学生で、前
年の所得が一定額以下または失業など
の理由がある方 ＊詳細は日本年金機
構kへ　b保険年金課（田無庁舎２
階）、市民課（防災・保谷保健福祉総合
センター１階）、全国の年金事務所　
※マイナンバーカードにより電子申請す
ることも可能　h ● 顔写真付きの身分
証明書　 ● 在学期間が分かる学生証ま
たは在学証明書（原本）　 ● 離職票など

□令和６年度が承認済みで在学中の方

年金課▲

健康課o
　p042－438－4021 　   

帯
たい

状
じょう

疱
ほう

疹
しん

予防接種

　４月１日から帯状疱疹予防接種が定
期予防接種となりました。任意予防接
種の費用助成は今年度に限り実施しま
す（これまでと一部内容を変更してい
ます）。

定期予防接種 任意予防接種
（令和７年度限り）

対
象

次のいずれかに
該当する方で、
帯状疱疹予防接
種を完了してい
ない方
①①年度末年齢65
歳の方
②②５年間の経過
措置として、年
度末年齢70歳・
75 歳・80 歳・
85 歳・90 歳・
95歳・100歳 以
上の方
③③接種当日、60
歳以上65歳未満
で免疫の機能に
身体障害者手帳
１級程度の障害
がある方

接種当日、50歳
以上65歳未満で、
過去に帯状疱疹
予防接種を完了
していない方

※定期予防接種
と重複する方は、
定期予防接種を
優先する

自
己
負
担
額・

接
種
回
数

生ワクチン：4,500円／１回
組み換えワクチン：１万1,000円／２回
※生活保護受給世帯などの方は、
証明書を医療機関に提出すれば無料

接
種
券

d
①②の方…【申込
不要】４月中旬発
送予定
③の方および転
入手続をされた
①②の方…【要申
込】申込後、１～
２週間で発送

【要申込】申込後、
１～２週間で発送

申
込

令和８年３月23日㈪（必着）までに、
●  はがき…氏名・住所・生年月日・

電話番号を〒202－8555健康
課帯状疱疹予防接種担当へ

●  窓口…防災・保谷保健福祉総合
センター４階健康課、田無庁舎
２階保険年金課

●  下記QRコードから

※詳細は市kまたは下記へ▲

健康課o
　p042－438－4021　　 

子宮頸がん・乳がん検診

❖子宮頸がん検診
c内診・視診・細胞診　d20歳以上

（令和８年３月31日時点）の、前年度
に市の子宮頸がん検診を受診していな
い女性市民
●  検診期間…６月２日㈪～令和８年２

月28日㈯
❖乳がん検診
cマンモグラフィ検査　※視触診は
希望制（視触診のみの受診は不可）　
d40歳以上（令和８年３月31日時点）
の、前年度に市の乳がん検診を受診し
ていない女性市民
●  検診期間…６月２日㈪～令和８年３

月31日㈫
□申込期間（共通）　４月１日㈫～21
日㈪（消印有効）
□申込方法（共通）　申込期間内に、下
記のいずれかの方法でお申し込みくだ
さい。
●  はがき…検診名・住所・氏名・生年

月日・電話番号を、〒202－8555
市役所健康課へ

●  窓口…防災・保谷保健福祉総合セン
ター４階健康課、田無庁舎２階保険

市k

市k

年金課
● 市kから

※５月下旬に受診券をお送りします。▲

健康課o
　p042－438－4021　　  

手当助成・補助
スポーツ振興事業補助金（スポー
ツ大会へ出場する方への補助金）

　大会出場に伴う交通費・宿泊料の一
部を補助します。
□対象大会
　国・地方公共団体などが主催または
共催する地域の予選大会を経た関東大
会・全国大会・国際大会　※開催地域
などにより限度額あり　※補助が受け
られるのは年度当たり１回限り　
d ● 個人…在住で、個人戦または選
抜チームの一員として大会に出場する
● 団体…市内に活動の本拠があり、在
住者が２人以上　i大会出場後１カ
月以内に申請書などを提出
□申請書など　スポーツ振興課（田無第
二庁舎５階）・市kで配布▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818 　　 

くらし・環境
飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費の助成制度

　飼い主のいない猫に関する苦情や相
談があります。市ではこうした不幸な
猫の数を減らし、問題や被害を防ぐた
め、飼い主のいない猫の不妊・去勢手
術費の一部を助成しています。
□助成限度額　 ● 不妊手術（メス）…１
万円まで　 ● 去勢手術（オス）…5,000
円まで　※対象となるのは不妊・去勢
手術費のみで、そのほかの処置などは
申請者の負担になります。
□助成の条件　 ● 市が指定する動物病
院で手術を受けさせ、不妊・去勢済み
であることが外見から判断できる措置

（耳カット）へ同意できること　 ● 猫の
餌場の清掃、糞

ふ ん

尿
にょう

処理など地域住民へ
の理解を得られるよう努めること
i４月１日㈫から（先着）▲

環境保全課p042－438－4042

カーポートや物置の設置工事は
原則、確認申請が必要です

　カーポートや物置（建築物と見なさ
ない小規模なものを除く）などは建築
基準法に基づいて計画や工事をする必
要があります。手続違反（建築基準法
第６条）や建ぺい率超過（建築基準法第
53条）をした場合は、「違反建築物」と
なり撤去していただく場合もありま
す。簡易的な工事でも、自己判断せず
に下記へご相談ください。▲

建築指導課op042－438－4019

公聴会

a４月16日㈬午後２時　b保谷南分
庁舎　c建築基準法第48条第15項の
規定による公聴会（東伏見公園管理所
の建築に係る用途許可について）　

市k

市k


